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提出書類

提出書類等 備考

※添付書類は不要

※算定にあっては厚労省通知「科学
的介護情報システム（LIFE）関連加
算に関する基本的な考え方並びに事
務処理手順及び様式例の提示につい
て」（令環6年3月 15 日）を確認す
ること

①（別紙5-2）地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービ
ス事業者による介護給付費の割引に係る割引率の設定について

※事前にご相談ください

 ①（標準様式１）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
①【更新】「申請月」を提出
【新規】「算定開始月」を提出

 ②資格者証及び研修修了証の写し
②減算を解消する場合、該当者分を
添付すること

虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の定期開催、指針の整備、年1回以上の研修の
実施、担当者を定めること）が講じられていない場合、減算対象

※添付書類は不要

業務継続計画策定の有無

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場
合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場
合、減算対象

※ 2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指
針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合に
は、減算を適用しない

※添付書類は不要

①（標準様式１）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

②運営規程（時間延長サービス体制について規定があるもの）

①用途を明示すること

②Ａ４の用紙に貼付けてください。

Ⅰ

Ⅱ

高齢者虐待防止措置実施の有無

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数
の減少が一定以上生じている場合の対応

①感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価
届出様式
※厚生労働省から事務連絡によりお知らせがあった感染症又は災害が対
象となる
※新型コロナウィルス感染症を理由とした利用者数の減少の取扱いは
2024年3月末で終了

通所介護等において感染症又は災害
の発生を理由とする利用者数の減少
が一定以上生じている場合の評価に
係る基本的な考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について（令
和３年３月 16 日老認発 0316 第４
号、老老発 0316 第３号）に留意す
ること

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書　添付書類一覧

【 （介護予防）認知症対応型通所介護 】

「（別紙3-2）介護給付費算定に係る体制等に関する進達書」
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の他に、以下のとおり書類を添付してください。

介護給付費算定に係る体制等の種類

③入浴介助の基礎的な知識及び技術
を習得できる研修とわかる記載であ
ること
具体的には 、 脱衣、洗髪、洗体、移
乗、着衣など入浴に係る一連の動作
において介助対象者に必要な入浴介
助技術や転倒防止、入浴事故防止の
ためのリスク管理や安全管理等が挙
げられるが、これらに限るものでは
ない。

Ⅱ

ＬＩＦＥへの登録

割引

職員の欠員による減算の状況

時間延長サービス体制

①【更新】「申請月」を提出
【新規】「算定開始月」を提出
※実際に利用者に対して延長サービ
スを行うことが可能な場合に届出を
してください。

入浴介助加算

Ⅰ

 ①（別紙６）事業所の平面図

 ② 浴室、浴槽のカラー写真

③入浴介助に関わる職員に対する入浴介助に関する研修等を行ったこと
がわかる書類

※原則として許可病床数200床未満
又は当該病院を中心とした半径4キロ
メートル以内に診療所が存在しない
ものに限る

生活機能向上連携加算
 ①訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリ
テーションを実施している医療提供施設※と連携していることがわかる
契約書等（協定を含む）の写し
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提出書類等 備考介護給付費算定に係る体制等の種類

 ①（標準様式１）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 ②機能訓練指導員の資格者証の写し

 ③在職証明書（はり師・きゅう師の場合のみ）

算定の評価対象となるための申出を行う場合、届出必要
※LIFEを用いて加算算定を行うた
め、添付書類は不要

※添付書類は不要

①（標準様式１）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 ②管理栄養士の資格者証の写し

 ③外部との連携により管理栄養士を配置する場合には、外部と連携して
いることがわかる契約書等（協定を含む）の写し

 ①（標準様式１）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 ②言語聴覚士、歯科衛生士または看護師のいずれかの資格者証の写し

※添付書類は不要

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

ADL維持等加算［申出］の有無

若年性認知症利用者受入加算

個別機能訓練加算

①【更新】「申請月」を提出
【新規・変更】「算定開始月」を提
出

②病院、診療所、訪問看護ステー
ション等との連携により確保した場
合は算定不可

※算定に当たっては、厚生労働省通
知「リハビリテーション・個別機能
訓練、栄養、口腔の実施及び一体的
取組について」（令和6年3月15日）
をよく確認すること

②【更新】「申請月」を提出
【新規・変更】「算定開始月」を提
出

介護職員処遇改善加算

①介護職員等処遇改善加算等　処遇改善計画書
※2024年4月～5月は介護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅲ、介護職員等特定処遇
改善加算Ⅰ～Ⅱ、介護職員等ベースアップ等支援加算の算定
※2024年6月以降の新加算Vの注意事項：介護保険最新情報Vol.1215の３
（１）介護職員等処遇改善加算（新加算）の要件参照

①必要書類については、市のホーム
ページ参照。
トップページ＞医療・福祉＞介護保
険＞事業者の方へ＞地域密着型サー
ビス＞介護職員等処遇改善加算につ
いて（地域密着型サービス、介護予
防・日常生活支援総合事業）

①【更新】「申請月」を提出
【新規】「算定開始月」を提出

口腔機能向上加算

①【更新】「申請月」を提出
【新規】「算定開始月」を提出

※介護保険の口腔機能向上サービス
として「摂食・嚥下機能に関する訓
練の指導若しくは実施」を行ってい
ない場合は算定不可
※算定に当たっては、厚生労働省通
知「リハビリテーション・個別機能
訓練、栄養、口腔の実施及び一体的
取組について」（令和6年3月15日）
をよく確認すること

科学的介護推進体制加算

サービス提供体制強化加算

栄養アセスメント・栄養改善体制

 ①（別紙14-3） サービス提供体制強化加算に関する届出書

 ② （標準様式１）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 ③ （別紙7-2）有資格者等の割合の参考計算書


